
個々の取引面積が小さくても届出が必要な場合があります！

【届出の必要な土地取引】
国土利用計画法に基づく届出対象面積以上の土地について、

売買等の契約を締結した場合、契約日（契約日も含めます）
から起算して２週間以内に当該土地の所在する市または町
への届出が必要です。

土地取引には
届出が必要です！

土地売買等の契約をした日から２週間以内に届出をしなかったり、偽りの
届出をすると、６カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる
ことがあります。

土地の利用目的が、土地利用基本計画、その他の土地利用に関する計画に
適合しない場合、利用目的の変更を勧告することがあります。

兵 庫 県

市街化区域 ： 2,000㎡以上

市街化調整区域及び

非線引きの都市計画区域 ： 5,000㎡以上

都市計画区域外 ： 10,000㎡以上

届出が必要な「売買等」の契約

①土地の先買い制度（公有地の拡大の推進に関する法律）
公共施設の整備等のため、民間の取引に先立って、必要とする地方公共団体等に買い取り

協議の機会を与える「土地の先買い制度」により、一定規模以上の土地（例：都市計画施設
の区域内に所在する200㎡以上の土地等）を有償譲渡する場合、契約前に当該土地の所在
する市町長に届け出なければなりません。

②森林の土地の所有者届出制度（森林法）
売買や相続等により森林の土地を新たに取得した場合、土地の所有者になった日から90日

以内に面積に関わらず、当該土地の所在する市町長に届け出なければなりません。
（ただし、国土利用計画法に基づく届出をした場合は必要ありません。）

お問い合わせ

兵庫県まちづくり部都市計画課 または 土地の所在する市または町の
土地利用班立地調整担当 国土利用計画法を担当する部署
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10-1

toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp ※ 別紙 「各市町の届出受理窓口」参照

届出様式は市町の窓口以外に以下の兵庫県ＨＰからもダウンロードできます。
令和８年４月作成

●売買（停止条件付、解除条件付契約を含む） ●共有持分の譲渡 ●営業譲渡 ●譲渡担保
●代物弁済 ●交換 ●予約完結権・買戻権等の譲渡 ●地上権・賃借権の設定・譲渡
●信託受益権の譲渡（管理型信託）

※ これらの取引の予約である場合も含みます。

④

以下の場合は国土利用計画法の届出とは別に届出が必要です。

27土P2-072A3

提 出 先

土地の所在する市または町の国土利用計画法を担当する部署

※ 別紙 「各市町の届出受理窓口」参照

個別の取引面積は小さくても合計
すると国土利用計画法に基づく届出
対象面積以上となる右図のような

「一団の土地取引」は、取引時期が
異なっても個々の取引の最初の契約
から届出が必要です。

「一団の土地」とは、土地利用上
現に一体の土地を構成しており、
または一体としての利用に供する
ことが可能なひとまとまりの土地で、
買主が一連の計画の下に取得する
法定面積以上の土地のことを指します。
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市街化区域

取引①②③④の４件すべてについて届出が必要です。

売る人…（土地・面積）
甲さん… い 100㎡
乙さん… ろ 200㎡
丙さん… は 300㎡
丁さん… に 1,500㎡

い＋ろ＋は＋に＝2,100㎡
≧2,000㎡（市街化区域内の届出対象面積）

Ａさん

①

②

③

買う人

④



記 載 例 届出に
必要な書類

その他

注意事項

・契約書に記載の個人名又は法人名及び住所を
記載すること。

・共有者がいる場合、任意の代表者を記載し、
その他の共有者は[外▲名]と記載し、[届出人
である権利取得者(譲受人)(氏名～業種)]と同
様の内容を記載した別紙を添付すること。

・代理者に委任している場合は、当該代理人の
情報を記載すること。

・譲受人の法人に所属する社員が届出事務を行
われる場合は、当該社員の情報を記載するこ
と。

【所在】
・番号に対して､１筆の土地ごとに記載すること。
・届出対象土地が６筆以上あり､記入欄に収まら

ない場合は、代表的な地番を記載し､｢外○筆
(別紙参照)｣とし、『２．土地に関する事項』
と同様の内容を記載した別紙を添付すること。
その場合､｢合計｣の欄には、本届出に係る全て
の筆の筆数、契約面積、対価の額を記載する
こと。

・建物等も売買等の対象にする場合に記載する
こと(無償で譲渡する場合も含む)。

・建築物その他の工作物にあっては､延べ床面
積､構造､使用年数等を､木竹にあっては樹種､
樹齢等を記載すること。

・個人の場合は、パスポート等に記載される
国籍等を記載すること。

・個人に限り、日本国籍以外で「永住者又は
特別永住者」に該当する場合は、チェック
を追加すること。

・法人の場合は、その設立に当たって準拠し
た法令を制定した国を記入すること。

・該当するものを選択すること。
・予定ありの場合、費用負担者を記載するこ

と（譲受人、譲渡人等）。

・できるだけ詳しく記載すること。

・土地だけを譲渡し､建物の譲渡は行わない場合
等には､建物の延べ床面積､構造､使用年数等を
記載すること。

・営業補償､移転料等の名目での支出がある場合
には､その内容を記載すること。

・届出に係る土地と他の土地を交換する場合は､
当該他の土地について､その所在及び面積､交
換の対象となっている権利以外の権利の種別
及び内容並びに当該土地に存する工作物等の
種類及び概要等を記載すること。

・届出に係る契約が譲渡担保､代物弁済等の場合
には､被担保債権額または極度額を記載するこ
と。

・届出に係る土地が同一の利用目的に係る[一
団の土地]の一部である場合､その一団の土
地の全体面積を上段に記載すること。

・[一団の土地]で、今回の届出で買い取り
が完了しない場合、残りの面積を記載する
こと。

・[単独の届出]の場合、空欄とすること。

・[工作物等の対価の額]には､消費税を含んだ
額を記載すること。

・建物等を無償で譲渡する場合は､｢0(ゼロ)｣
と記載すること。

・予定している土地利用において、個別法に
基づく手続等がある場合は、該当する法律
を選択すること。

・「その他」の場合、法律名を記入すること
（略称としてもよい）。

・手続状況等（事前相談中、申請中等）を記
入すること。

・今回の届出１回で完結する場合は、[単独の届
出]を選択すること。

・今後も同じ取得計画に基づいて土地の取得を
継続する場合、初回は[一団の土地(新規)]を、
２回目以降は[一団の土地(継続)]を選択する
こと。
[一団の土地(継続)]を選択した場合、直近の
届出年月日を記載すること。

【契約面積】
・土地に関する権利が共有の場合には、契約

面積に持分割合を乗じて得た面積を記載す
ること。

・筆ごとの面積が不明の場合、①の欄に合計
面積を記載すること。この場合でも、最下
段の合計欄を記載すること。

【権利の移転等の態様】
・所有権売買、交換、第三者のためにする契

約等の区分から該当するものを選択するこ
と。該当するものがない場合には､その他を
選択すること。

【対価の額】
・筆ごとの対価の額が不明の場合、①の欄に

合計金額を記載すること。この場合でも、
最下段の合計欄を記載すること。

・和暦で記載すること。 ・共有に係るもので相手方が複数ある場合は､
代表者の住所･名前を記載し、[外▲名]と記
載すること。

・該当するものを選択すること。

・[7.その他]の場合は、( ) 内に具体的な業
種名を記載すること。

・市町に届出を行う日付を記入すること。

■届出書
正・副・市町用・
電算入力 各１部

■契約書の写し
２部

■周辺の状況図
２部

土地及びその周辺の状況を
明らかにした縮尺5千分の1
程度の地図 (住宅地図等)

※縮尺は土地の規模に応じ
異なったものでも差し支
えありません。

※webによる地図情報サー
ビス等を用いて、土地の
位置及び同一の利用目的
に供される土地の全体の
位置を確認できる地図を
ご用意ください。

■土地の形状を
明らかにした
図面 ２部

公図の写しや地積測量図等

■委任状＊

※代理人に委任する
場合２部
（１部は写し）

県様式第3号の委任状、又
任意様式

＊一団の土地について同時に

２件以上届け出る場合は
１件に添付し省略可

※その他､参考となる
書類･図面等があれ
ば添付してください。

※必要に応じて審査に
必要な書類･図面等
の提出をお願いする
ことがあります。

●届出書は土地売買の
契約ごとに､それぞ
れ作成してください。

●グレーの欄には記載
しないでください。

●｢地目｣の欄は､田､畑､
宅地､山林等の区分
により記載してくだ
さい。

１契約につき１届出です。

・契約書に記載の代表者の職氏名を記載するこ
と。

・商業登記簿に記載の12桁の数字を記載

・[役員の国籍等]の全て又は過半数が「日本」
の場合は、「日本」を記載すること。

・[議決権保有者の国籍等]の全て又は過半数が
「日本」の場合は、「日本」を記載すること。

・[市街化区域]及び[非線引きの都市計画区域]で
用途地域の指定がある場合、[用途地域]を記載
すること。

・区域区分が混在する場合は[市街化区域]を優先
すること。

・譲受人が法人の場合、代表者のパスポート
等に記載される国籍等を記載すること。


